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司法行政文書開示通知書

平成31年2月28日付け（同年3月1日受付，最高裁秘書第1121号）で申

出のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしまし

たので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成25会計年度における協議会等開催計画（片面で5枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

、

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



平成25会計年度における協議会等開催計画
(平成25年1月291訓総一印） 【会議溌料】

(中央協議会等）

■ 協搬風等

■■■■■■■

所癬励課
稀
号 I剛別 柵催時期 会lWl 協雛，豚項 総人員

長官．所長会同’ 6月12日，
13日

当面の司法行敗上の謙問題 高裁長官．地・家裁所畏2日 総務局 84人

長官事務打合せ2 12月4ロ

5EI

2日 司法行政上の諸問題 商裁長官 総務局 8人

31長官事務打合せ．
41高裁総読鵬長等難務打合せ
51高裁首席書記官事務打合せ

高裁総務課長等難務打合せ

3月13日

11月20日

11月7日

司法行政｣二の諸問題

総務事務全般の連絡協縦

勝記宮事務全般の連結協継

唄
一
唄
耐

商裁長官

樹裁の総務課長及び文鱒企画官

高裁の民事首席謝記官及び刑事首席書記官 霞 人
人

人
６
６

８
１
１

人事関係等事務打合せ（尚裁蛎務局次
長）

人事事務打合せ（碕裁人事課長）

11 5月 人事行政等蕊務全般の連絡協瀧2日 高裁事務局次長 人事局 8人

7 10月 人事行政事務全般の連絡協議2日 i断裁人事課長及び同諜企画官又は同諜課長補佐の
うちいずれか1人

人事局 16人

人事事務灯合せ（筒裁人事狐長）8 2月 人事行政那務全般の連絡|"識2日 滴数人編課長及び同雛企画官又は同課課長揃佐の
うちいずれか1人

人事局 16人

経理関係等事務打合せ（爾裁事務局次
長）

経理関係等事務打合せ（商裁躯勝局次
長）

9 9月 経理行政等蕊務全般の連絡協識2日 高裁事務局次長 経理局 8人
全

IO 2月 経理行政等蛎務全般の連絡協謙2日 商裁事猫局次長 孫理局 8人

1 1

経理事務打合せ（高難会計裸長）1 1 1 ()月 2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び同課企画官又は同諜課長補佐の
うちいずれが1人

経理局 16人

経理耶務打合せ（禰溌会計猟長）12 2月 経理行政事務全般の連絡協縦2日 澗裁会計沸長及び同撫企画官又は同課牒長補佐面
うちいずれか1人

経理局 16人

調停委員協議会及び澗停委員喪膨弐13 10月 調停制度の在り方に関し考臘すべき事項
最高裁長官表彰

1日 民事調停霧員家事訓停委員
。
↓
ワ
ー
】

民聯局
象庭局

58人

揃易数判所民事那件担当裁判官等事務
打合せ

14 I 2月中旬こ
ろ

1簡易哉判所の本来の機能を活性化するため
の方策等

2充実した民事調停事件の通用を図るための
方策等

1日 i儲雄所在地にある各鮒裁並びに横浜さいたま．
千蕊，京部及び神戸各簡裁の民事事件を担当する
識判官各2人(なお．訴訟事件担当難判官及び調
停事件担当裁判官1名ずつ）
上記簡数を笹1膳す過地織(東京．大阪、名古屋．
福岡及び札幌を除く）の民事首蹴審記官又は民事
次席書記官のいずれか1人。東京而裁民事首席書
記官並びに大阪名古屋，福岡及び札幌の各簡裁
首席撚記官1人

民事局 39人

P

1 1

首職家庭裁判所訓査官事総打合せl5 5月 商裁の所在地にある家哉の首席家庭殿判所制憲
官が行う捌盤事務に関し考慮すべき事項

1日 碕錐所在地にある家織の首席家庭裁判所訓壷官 家庭局 S人

I



平成25会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）
一
謡
号
一
Ｉ

鮒#職也
■■■■－

所癬局
操

"BII 開確時期 会期 協識砿項

1裁判員裁判に関する報道対応について
2適宜．適切な報道対応を行う上での留
意蝋項につ.いて

3縦道機関や一般国民に対し、迅速かつ
適切な悩蝿提供を図り、充実した広報活動
を展閲する上で考慮すべき事項

協離風鮮

1 商裁の総務課長同課課長補佐及
び広報係長
2地裁及び家錨の総務課長（小規模
庁等で地家裁のいずれか一方の総務課
長を総務（広報） ･'旦当撚畏とする庁に
ついては．闘裁の判断により、同課長
のみを協議員とすることも可）

高地家錐の首席書記官（具体的な対議
iiiIMは未定）

総人員
P

広報担当者協議会 12月～翌年1月 0． 5日 各澗織所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

広報課 124人

■■■

2 首席識記官協識会 1月～2月 譜記官鞭務について．首席書記官をして考
慮すべき事項等

1日 各断栽所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

人事関係事務協縦会３
’
４

6月～7月 人事事務の処理に関し考慮すべき事項

人事管理_この諸問題

経理事務の処理に関し考慮すべき事項

l 1] 澗銭の事務局次長及び人事雛長
家裁の事務局長

糊般の事務局次長及び人事諜長
家裁の事務局次長

高錐の事務局次長及び会計課長
家裁の覗務局長

地・

地・

地．

各碕裁 人事局 116人

ﾉ、事管理協議会 9月～10月 1 13 各斑栽 人事局 約130
人

経理|劉係事務協議会

至計諜長協議会

５ 6月～7月 0． 5日 各i高裁 経理局 116人

6 1月～2月 予算の適正執行及び効率的執行に関し、考
慮すべき辮項

l l3 高裁の事務局次長．会箭纐夏及び同撫
企画官．地・家裁の会計課長

各高栽所在地から開催地
を複激選定予定（合同開
雌）

経理局 77人

簡易裁判所民蔀実3研
究会

7 各地難で決定
(6月～翌年3月）

簡哉の調停制度及び司法委員制度の運用に
関し実務上簿慮すべき事項

民事測停駆件の処理に必要な基礎的知識的
習得

1日へ

2FI
簡栽の錨判官及び欝記官．民璽諏障妻
員．司法委員

各地織 民事局 各地裁で
決定

新任民事調停委員研修
会

8 谷地裁で決定
(原則として4月～7
月）

2．日 澗任民蛎調停委員 各地縦 民事局 各地裁で

決定

民事調停委員研究会 各地戦で決定
"月～翌年3月）

９
－
冊

へ日
日

も
上
ワ
〕

民事訓停躯件の処理につき必要な基礎的知
識及び技術の習得

民事訓停事件の処理につき事例研究の方法
による実牒的な知識及び技術の習得
1 民聯・家事調停の迩営に関し考瀧すべ
き蛎項
2商裁長官表彰
間山非訟蛎件の処理に関し考慮すべき蕊項

2年ないし3年程度の実務綴験のある
民事調停委員

各地裁

訂Ⅱ燕

民事局 各地裁で
決定

民事調停委員ケース研
究会

澗停迩営|"識会及び洲
停委員表瀧式

台地銭で決定
_(_6月～翌年3月）

1日へ

2日
民事澗停委員 民戦局 各地裁で

決定｜
Ⅲ 各禰栽で決定

（9月～11月）
l日 各地織及び家裁管内の洲伸|"会におい

て指導的地位にある洲伸委員
各商澱 民事局

家庭局
各高裁で

決定

I2 擢定委員協議会 側催する地裁で決定
（6月～12月）

1日 東京及び大阪各地銭の鑑定委員 開催する地織で決定 民事局 開催する
地裁で決
定

新任司法委員研修会l3

＝＝＝＝

14

各地織で決定
（1月～3．月）

司法委員としての恥務につき必要な基礎的
刻職の習得

司法委員としての職務につき4勝要な実賎的
知識及び技能の習得技能の習得

0． 5日 獅任司法委員

司法委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

司法委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3月）

1日～

2日
各地裁 民躯局 各地裁で

決定

2
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民事事件担当裁判官等
協識会

ー

協識働等
I

所驚局
課

開雌時期 会期 協縦､lf項 開催地 |総人員一一

1 1月下旬～1月 lEI 民事訴訟の審理運営等に関し老癒すべき事
項

各筒裁の民事事件を担当する裁判官1
人並びに各地裁の民瑚事件を担当する
裁判官各1人及び民事首席書記官又は
民事次席謹記官のいずれか1人

破産事件の破産管財人．民事再生事件
の監督委員及び個人再生委員、会社更
生事件の管財人簿

満栽の民事首席識記官．各地裁の民事
執行事件を担当する栽判官1人．民耶
首席瞥記官又は民事次席諜記官のいず
れか1人．総桶執行官1人

高裁の民事首砿諏記官．各地織の倒産
事件を担当する裁判官1人．民事首席
霧記官又は民事次席書記官のいずれか
1人

噺・地裁の雄判官

各商裁
（一部合同開倣で5開
催、開催地未定）

民事局 108人

管財人等協議会16 各地裁で決定
（9月～翌年3月）

1日 倒産事件の管財業務等の処理に関し考慮す
べき事項

各地裁 民事局 各地裁で
決定

執行官関係協議会l7 10月～11月中旬 執行官の慌督及び事件処理に関し考慮すべ
き事項

0． 5日 各高裁
（一部合同棚催）
5庁（未定）

民事局 1 58人

倒産事件担当誉等協認
会

18 10月～11月中旬 0． 5日 倒産事件の適正処理に関し考慮すべき事項 各商瀧

（一部合同開催で5側
催，開催地未定）

民事局 108人

刑事事件担当裁判官協
縦会
附
一
鮒
一
別

｜月 1日 （合同開催） 3高裁で開
雌（開催地は未定）

刑事局 68人

刑事鑑定研究会 谷地錐で決定
（6月～翌年3月）
吾地錐で決定
（10月～翌年3
月）

0． 5日 各地裁 刑事局 各地燕で
決定

心神喪失者等医療観索
法関係研究協議会

1日 各地織 刑蕊局 各地裁で
決定

犯罪岐害音等の置かれ
た立場．状況等に関す
る理解を深めるための
研修会

22 各高裁で決定
（6月～翌年3月）

0． 5日 意見交換等のテーマに応じた外部有識
脅等並びに高餓，同商裁管内の地裁、
家裁の裁判官及び波害者対応をする可
能性のある職員（商裁篠内の各地・家
裁から簸低限裁判官．掛記官各1人に
参加してもらう予定）

各高錐 刑事局
家庭局

各高裁で
決定

法廷通訳基礎ﾊﾙ修23 各地雑で決定
（4月～翌年3月）

1日 通訳人候補背となることを希望し，か
つ．対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる背又は通択人
候補沓並びに地織の雄判官及び割f記憶ご地織②雌判官及び書記官

各地難 刑事局 各地裁で
決定

｜
別 法廷通訳セミナー 各樹裁で決定

（6月～翌年3月）
2日 通訳人候補音並びに高裁及び間rmⅢ両

地裁の裁判官及び稗記官
各筒裁所在地にある地裁
（東京、大阪各高裁にお
いては、それぞれの簡裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で
決定

25 法廷通奴フガ･ローアッ
ブセミナー

東京．大阪各高裁で
決定

（9月～翌年3剛
各地裁で決定
（4月～6月）

2日 通訳人候補苫並びに東京．大阪各備裁
及び東京大阪谷地裁の裁判官及び諜
記官

新任労働審判員

東京．大阪各地織 WI1事局 各高裁で
決定

26 労働審判員研修会 1B
各地裁 行政局 各地裁で

決定

』
４
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稀
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開雛II#期
■■■■■■■

■■F－ ー－

■ 開樅地， ■■■諏別 ’ 所管局
雛

会期 協継蛎項 協雛貝謬 総人員
■巨

労働審判員研究会 各地裁で決定
（原則として9月～
12月）

1日 労働藩判事件の処理に必要な聯門的知識の
習得

労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で
決定

一

｜
邪 知的財産権訴訟W厩襄 10月 知的財産権訴訟について霧1岬-べき実務上

の諾問題

0． 5日 知財澗裁の錐判官並びに大阪高識．東
京及び大阪各地裁の知的財産樅関係事
件を担当する裁判官
（注）主催は知財高鑓

東京高裁
（知財高裁）

行政局 22人

知的財産権関係蕊秤廼
当専門委員実務研究会

29 11月～12月 知的財産権関係事件における専門委員の関
与の在り方

(）5日 1 知財断裁の錐判官並びに東京及び
大阪各地裁の知的財産権関係聯件を担
当する裁判官
2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事|言に関与し
たことがある背及び本研究会への出脈
を希望する脅に限る）
（注）主催は知財高裁

東京高裁
（知財高裁）

行政局 知財高裁

で決定

1 1

新任家事調停委員研修
会

30 各家裁で決定
（原則として4月～
7月）

家歌調停事件の処理につき必要な基礎的知
識の習得

家事澗停事僻の処理につき必要な専門的河

1日～

2日
新任家繋測停委員又はこれに準ずる家
蛎洲停委員

各家栽の本庁又ほ支部 家庭局 各家裁で
決定

家事調停委員研究会31 各蒙裁で決定
（6月～翌年3月）

1日～

2日
家事洲停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定識の習得

蒙事調停事件の処理につき靭例研究の方法
による必要な知識の習得

Ⅶ
｜
淵

家事調停委員ケース研
究会

家庭裁判所家事実務研
窒会

家事関係機関との連語
協溌会

各家熾で決定一
（6月～翌年3月）

1日～

2日
家事鯛停委員 各家数の本庁又は蚕祁

谷家裁の本庁又は支部

家庭局 各家栽で
決定

各家栽で決定－
－“月～翌年3月）

家事事件の処理に関し考臘すべき事項l 1ヨー

2日
家畿の裁判官及び蓄記官．家裁訓査
官．家事細停委員．参与員

家庭局 各家裁で
決定

34 開催自体も各家裁で
決定
（5月～翌年:1月）

一日
日
１
２

家栽の難判官及び書記官．家裁調査
官．福祉・医療関係その他の協識事項
に関連する機関・団体の職風の中か
ら．各家数の実怖等を老寵して選定
家裁の鼓判官及び善記官．家裁調査
官．保渡関係．救育関係及び鮮察l淵係
機関の職員の中から． ｛"継那項各庁
の爽悩等を考慮して選定
新任参与員又はこれ{ご準ずる参与員

各家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

35 少年保漉関係機関等ど
の連絡協継会

開催自体も各家裁で
決定
（5月～翌年3月）

1日～

3R
各家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

新任参与員研修会36 衝家栽で決定
（1月～3月）

1 lﾖー

2日
各家銭で決定 家庭局 各家裁で

決定
所 参与員研究会 各家哉で決定

（6月～翌年3月）

1月～2月

1日～

2日
参与員

首席家庭推判所調査官

各家銭の本庁又は蚕蔀 家庭局 各家裁で
決定■■

38 首席家庭裁判所調査官
協維会

l 家庭裁判所調査官の訓査事務等に関し
考慮すべき蛎項
2首席家庭裁判所調壷営の織務に関し考
!侭すべき事項

1日
（合同開催）※予定
東京（東京．仙台）
阪（大阪．札幌） ．
屋（名古屋．脚松）
岡（編岡．広島）

家庭局 50人
大

名古
福

p I I
ー

－
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協雛蜘螂． ■■ 所職局
拠

価刎 |ﾙl雌時期 会期 協雛蛎項 鮒催地 総人員
壷一

家事事件担当栽判官等
協議会

各高裁で決定
（5月～6月初旬）

家事事件手続法の通用上の諸問題1日 高裁管内の家餓において家事事件を担
当する裁判官．護記宮及び家裁洲査官

各高裁 家庭局 各高裁で
決定■■■■■■■■■

411 家事琳件担当難判官等
協議会

借商裁で決定
（10月～11月）

家靭事件手織法の運附上の諦職l題1日 断裁管内の家裁において家事事件を担
当する裁判官，書記官及び家裁調査官

各高裁 家庭局 各高裁で
決定

’
一
師


